
 

 

 

 

いのち支える山形県自殺対策計画（第２期） 

～誰もが健やかでいきいきと暮らせる山形県の実現を目指して～ 
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山形県「心の健康づくり」 
シンボルマーク 

自殺対策のシンボルマーク 
（厚生労働省自殺対策推進室 作成） 



は じ め に 

 

自殺対策基本法は、その目的を「国民が健康で生きがいを 

持って暮らすことのできる社会の実現に寄与すること」と定 

め、自殺対策の本質は「生きることの包括的な支援」である 

としています。 

 本県では、この理念を踏まえ、平成29年度に「いのち支え 

る山形県自殺対策計画」を策定し、市町村、関係機関、民間 

支援団体等との連携や情報共有を図りながら、気づき・見守 

る人材の育成や相談支援体制の充実等、様々な自殺対策に取り組んでまいりました。 

 本県の自殺者数は、近年は減少傾向が続いておりましたが、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大の中、令和３年は９年ぶりに増加しました。また、人口10万人あたり

の自殺者数は全国と比べ高い水準で推移する状況が続いております。 

 こうした状況について危機感を共有し、対策の強化を図るため、これまでの取組み

の評価・課題や政府の施策の動向等を踏まえ、自殺予防に向けた今後の方針や取組内

容を示すものとして、「いのち支える山形県自殺対策計画（第２期）」を策定いたし

ました。 

 本計画では、「誰もが健やかでいきいきと暮らせる山形県」の実現を最終的な目標

として、６つの「基本施策」と４つの「当面の重点施策」を掲げ、自殺対策の総合的

かつ計画的な推進を図っていくこととしております。 

 世界保健機関は、「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題である」と

明言しております。対策を進めるにあたっては、専門家による各種の支援に加え、

「自殺は誰にでも起こり得る危機であり、その場合には誰かに助けを求めることが適

当である」という認識のもと、県民一人ひとりが互いに助け合いながら、人との繋が

りや幸せを実感できる環境を整えていくことが重要になります。 

 本計画に基づき、県民の皆様をはじめ、市町村、関係機関、民間支援団体等の皆様

と連携しながら対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解と御協力

をお願いいたします。 

 結びに、この計画の策定にあたり貴重な御意見をいただきました山形県自殺対策計

画策定委員会委員や県民の皆様をはじめ、関係各位に心からお礼申し上げます。 

 令和５年３月 
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〔参考〕自殺統計（警察庁）と人口動態統計（厚生労働省）の違い （厚生労働省HPより） 

 （１）日本における外国人の取扱いの差異 

    「自殺統計」は、日本における日本人及び日本における外国人の自殺者数としている   

   のに対し、「人口動態統計」は日本における日本人のみの自殺者数としています。 

 

（２）調査時点の差異 

   「自殺統計」は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を作成    

し、計上しているのに対し、「人口動態統計」は自殺、他殺あるいは事故死のいずれか  

不明のときは原因不明の死亡等で処理しており、後日原因が判明し、死亡診断書等の作    

成者から自殺の旨訂正報告があった場合には、遡って自殺に計上しています。 

 

（３）計上地点の差異 

   「自殺統計」は、発見地に計上しているのに対し、「人口動態統計」は住所地に計上     

しています。 

 


